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２川総庶第１２６０号  

令和３年２月１日  

 

教 育 長  様 

 

川 崎 市 長  

 

 

令和３年市議会定例会提出議案に係る教育委員会の意見聴取について 

（依頼） 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定に基づき、令和３年に開催される市議会定例会及び臨時会に提出を予定する各議案

について、教育に関する事務の部分における貴委員会の意見を求めます。 

 

 

 

（参考） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）（抄） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その

他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成す

る場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

 

 

（総務企画局総務部庶務課担当）  

電話２００‐２０４６  

内線２１３１１  
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令和３年度川崎市一般会計教育費の予算について 

 

１ 一般会計予算 

（単位：千円） 

歳入予算 うち市税 
うち減債基金 

  新規借入金 
歳出予算 うち教育費 

820,841,311 345,390,359 28,600,000 820,841,311 114,131,374 

 

２ 教育費予算 

 令和３年度教育費予算                       （単位：千円） 

事業費総額 うち特定財源 うち一般財源 前年度予算 比較 

114,131,374 32,577,335 81,554,039 101,194,431 12,936,943 

 

 

歳入（教育委員会事務局所管分のみ抜粋）               （単位：千円） 

款 予算額 主な内容 

合計 32,547,216  

１６ 使用料 

  及び手数料 
577,995 高等学校授業料、博物館使用料 など 

１７ 国庫支出金 15,820,688 
教職員給与費負担金、義務教育施設整備費補助金 

など 

１８ 県支出金 335 地方ｽﾎﾟｰﾂ振興費補助金 など 

１９ 財産収入 5,875,348 学校給食費徴収金 など 

２０ 寄附金 7,617 学校ふるさと応援寄附金 など 

２３ 諸収入 751,233 共済費納付金 など 

２４ 市債 9,514,000 教育施設整備債 など 
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歳出                                （単位：千円） 

款  項 予算額 主な事業 

１３ 教育費 114,131,374  

 

 

１ 教育 

  総務費 
37,167,588 

キャリア在り方生き方教育推進事業、教職員事務支援

員配置事業、ＧＩＧＡスクール構想推進事業 など 

 

 
２ 小学校費 26,606,231 学校運営経費 など 

 

 
３ 中学校費 13,111,111 学校運営経費 など 

 

 

４ 高等 

  学校費 
3,313,307 学校運営経費 など 

 

 

５ 特別支援 

  教育費 
2,729,671 学校運営経費、医療的ケア支援事業 など 

 

 

６ 社会 

  教育費 
3,335,723 

地域の寺子屋事業、橘樹官衙遺跡群保存整備事業 

 など 

 

 

７ 体育 

  保健費 
11,918,219 

小学校給食運営事業、中学校給食推進事業、学校給食

物資購入事業 など 

 

 ８ 教育 

施設費 
15,949,524 

学校施設設備保守管理事業、校舎建築（新築・改築・

増築）事業、義務教育施設整備事業、高等学校施設整

備事業、特別支援学校施設整備事業、市民館・図書館

施設整備事業など 

※令和２年度予算「８項 教育施設整備費」→令和３年度予算「８項 教育施設費」 
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令和２年度川崎市一般会計補正予算について 

 

教育費補正額  5,132,658 千円 

 
■補正の内容 

１ 歳入歳出予算補正 
 

 ◆特別職給与費、職員給与費 △139,438 千円 
 

「川崎市職員の給与に関する条例」等の一部改正に伴い、教育費の特別職給与費及

び職員給与費を減額するもの 
 

  財源内訳： 

一 般 財 源 △139,438 千円 

 

 ◆文化財費 82,695 千円 
 

橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業において、土地所有者との調整が完了したため、

国史跡指定地を取得するもの 
 

  財源内訳： 

   国庫支出金 66,155 千円 

市   債 14,000 千円 

一 般 財 源  2,540 千円 

 

 ◆義務教育施設整備事業費 5,189,401 千円 
 

国庫補助の認承増により追加の財源確保が見込まれるため、令和３年度実施予定

の事業の一部を前倒して計上するもの 
 

  財源内訳： 

   国庫支出金 1,105,049 千円 

市   債 3,408,000 千円 

一 般 財 源   676,352 千円 
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２ 繰越明許費等補正 

単位：千円 
 

事業名 補正金額 内容 

橘樹官衙遺跡群保存整

備・活用事業 
90,915 

上記１補正額を繰越するものなど 

教育文化会館・市民館施

設補修事業 
47,754 

関係者との協議に不測の日数を要した

ため、繰越するものなど 

社会教育施設補修事業 5,720 
高津図書館について、現地調査に不測の

日数を要したため、繰越するもの 

宮前市民館・図書館整備

事業 
27,176 

準備組合との協議に不測の日数を要し

たため、繰越するもの 

日本民家園施設整備事業 46,926 
関係者との協議に不測の日数を要した

ため、繰越するものなど 

義務教育施設整備事業 5,795,067 
上記１補正額を繰越するものなど 

 

高等学校施設整備事業 75,275 
関係者との協議に不測の日数を要した

ため、繰越するものなど 
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川崎市職員定数条例及び川崎市病院局企業職員定数条例の 

一部を改正する条例の制定について 
 

職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うため改正するもの 

 

１ 改正内容（教育に関する事務に係る部分） 

  職員定数の改正                         （単位：人） 

部 局 現行定数 増減員 改正定数 

教育委員会の所

管に属する職員 

事務部局及び教育機関 

（学校を除く。）の職員 
409 29 438 

学校の職員 7,127 △11 7,116 

 

２ 施行期日 

  令和３年４月１日から施行 

 

 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

学校給食の安定的な運営に資するための資金に充てるための基金を設置するため改正

するもの 

 

 

１ 改正内容（教育に関する事務に係る部分） 

 学校給食運営基金の設置 

   学校給食の安定的な運営に資するための資金に充てるための基金を設置する。 

 

２ 施行期日 

  令和３年４月１日から施行 
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